
（参考①）第４期（H27～H29）計画に係る基本指針（案）：主なポイント

障害児支援体制の整備
（新規）

計画相談の連携強化、研修、虐
待防止 等

PDCAサイクルの導入
「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の

中間評価、評価結果の公表 等

＜計画の作成プロセスに関する事項＞

＜個別施策分野①：成果目標に関する事項＞
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精神科病院か
ら地域生活へ
の移行促進
（成果目標の
変更）

地域生活支
援拠点等の
整備
（新規）

福祉から一般
就労への移
行促進

（整理・拡充）

＜個別施策分野②：その他＞

福祉施設から
地域生活へ
の移行促進
（継続）

【基本指針の見直しに関する参考資料】 資料３



第一 障害福祉サービス等
の提供体制の確保に関す
る基本的事項

第二 障害福祉サービス
等の提供体制の確保に
係る目標（成果目標）

第三 障害福祉計画の作成に関する事項

第一の一
基本理念

①障害者等
の 自 己 決
定・自己選
択の尊重

②市町村を
基本とする
身近な実施
主体、障害
種別によら
ない一元的
なサービス
の実施

③課題に対
応したサー
ビス提供体
制の整備、
地域におけ
る生活支援
拠点の整備

第一の二
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ
の提供体制の
確保に関する
基本的考え方

①訪問系サービ
スの保障

② 日 中 活 動 系
サービスの保障

③地域生活への
移行の推進、地
域における生活
支援拠点の整備

④一般就労への
移行等の推進

第一の三
相談支援の提供
体制確保に関す
る基本的考え方

第一の四
障害児支援の提
供体制の確保に
関する基本的考
え方

第二の一 施設入所者の
地域生活への移行

・地域生活への移行者増
・施設入所者減

第二の二 入院中の精神
障害者の地域生活への
移行

・退院率上昇（入院後３ヶ月時
点、１年時点）
・在院期間１年以上の長期在院
者数の減少

第二の三 障害者の地域
生活の支援

・地域生活支援拠点を市町村又
は圏域ごとに少なくとも１拠
点整備

第二の四 福祉施設から
一般就労への移行
・福祉施設利用者の一般就労移
行者数増
・就労移行支援事業利用者数増
・就労移行支援事業所ごとの就
労移行率上昇

<活動指標：
障害福祉ｻｰ
ﾋﾞｽ>

第三の一
作成上の留意事
項
・障害者等の参加
・地域社会の理解
促進
・総合的な取組
・障害福祉計画作
成委員会等の開催
・関係部局相互間
の連携
・市町村・都道府
県の連携
・障害者等のニー
ズ等の把握
・区域設定（都道
府県）
・住民意見の反映
・他計画との関係
・定期的な調査、
分析、評価及び必
要な措置
（頻回の活動指標
確認、各年度の中
間評価、評価結果
の公表）

第三の二
市町村障害福祉計画
・障害福祉サービス等の提
供体制の確保に係る目標
・障害福祉サービス等の種
類ごとの必要な量の見込
み、確保方策、圏域単位
での見通し等
・地域生活支援拠点の整備
・地域生活支援事業
・関係機関の連携

<活動指標：
労働部局と
の連携>

<活動指標：
相談支援>

第三の四
障害児支援
のための計
画的な基盤
整備
<活動指標：
障害児支援・
障害児相談支
援>

第三の三
都道府県障害福祉計画
・障害福祉サービス等の提
供体制の確保に係る目標
・障害福祉サービス等の種
類ごとの必要な量の見込
み、確保方策、圏域単位
での見通し等
・地域生活支援拠点の整備、
市町村の支援等
・障害者支援施設の必要入
所定員総数
・質の向上方策（研修、第
三者評価、虐待防止）
・地域生活支援事業
・関係機関の連携

第三の四 障害児支援の
ための計画的な基盤整
備（再掲）
＜重視すべき事項＞

第三の五 その
他
・計画作成時期
・計画期間等
・計画の公表

（参考②） 基本指針の全体像と主なポイント
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福祉施設から一般就労への移行

○福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加

○就労移行支援事業の利用者の増加

○就労移行支援事業所の就労移行率の増加

施設入所者の地域生活への移行

○地域生活移行者の増加

○施設入所者の削減

入院中の精神障害者の地域生活への移行

○入院後３ヶ月時点の退院率の上昇

○入院後１年時点の退院率の上昇

○ 在院期間１年以上の長期在院者数の減少

（都道府県・市町村）
○ 生活介護の利用者数、利用日数
○自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数
○就労移行支援の利用者数、利用日数
○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○共同生活援助の利用者数
○地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
○施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減
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（参考③） 成果目標と活動指標の関係

（基
本
指
針
の
理
念
）自
立
と
共
生
の
社
会
を
実
現

障
害
者
が
地
域
で
暮
ら
せ
る
社
会
に

（都道府県・市町村）
○ 就労移行支援の利用者、利用日数
○就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移
行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）
（都道府県）
○ 公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設の利
用者の支援件数
○委託訓練事業の受講者数
○障害者試行雇用事業の開始者数
○職場適応援助者による支援の対象者数
○障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数

（成果目標） （活動指標）

障害者の地域生活の支援

○地域生活支援拠点の整備

（都道府県・市町村）
○ 自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数
○就労移行支援の利用者数、利用日数
○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数
○短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
○共同生活援助の利用者数
○地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数



（参考④） 市町村・都道府県の役割
成果目標 市町村 都道府県

施設入所者の地域生
活への移行

○ 施設入所者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活
動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の
中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変
更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ま
しい
【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

○ 市町村と調整の上、施設入所者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・生活介護の利用者数、利用日数
・自立訓練（機能訓練、生活訓練）の利用者数、利用日数
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）の利用者数
・施設入所支援の利用者数（※削減を目指す。）

入院中の精神障害者
の地域生活への移行

○ 都道府県の成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込
み（活動指標）を定める。
【活動指標】
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 利用者数

○ 入院中の精神障害者の地域生活への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・自立訓練（生活訓練）
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労継続支援（A型、B型）の利用者数、利用日数
・短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数
・共同生活援助の利用者数
・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援） 利用者数

障害者の地域生活の
支援

○ 拠点等の整備に関する内容を検討する。
→ （少なくとも１年に１回）実績を把握し、計画の中間評価として分析・評
価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の
措置を講じる

○ 広域的見地から、拠点等の整備に関する内容を検討する。
○ 市町村が整備を進めるにあたっての必要な支援
→ （少なくとも１年に１回）市町村又は圏域ごとの実績を把握し、計画の中間評価として分析・評
価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる

福祉施設から一般就
労への移行

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行の成果目標を定める。
○ 当該成果目標を踏まえ、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活
動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の
中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変
更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ま
しい
【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支援
Ａ型、就労継続支援Ｂ型）

○ 市町村の調整の上、福祉施設利用者の一般就労への移行の成果目標を定める。
○ 市町村と調整の上、障害福祉サービス等の必要な量の見込み（活動指標）を定める。
→ （少なくとも１年に１回）成果目標と活動指標の実績を把握し、計画の中間評価として分析・
評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等の措置を講じる
→ （より頻回）活動指標による達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい
【活動指標】
・就労移行支援の利用者数、利用日数
・就労移行支援事業等から一般就労への移行者数（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）
・チーム支援による福祉施設の利用者の支援件数
・障害者の多様な委託訓練事業の受講者数
・障害者試行雇用事業の開始者数
・職場適応援助者による支援の対象者数
・障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数
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（参考⑤） 障害福祉サービスの量を見込む際の勘案事項

区分 サービスの種類
現に利用して
いる者の数

障害者等の
ニーズ

平均的な一人
当たり利用量

施設入所者の地
域生活への移行
者数（成果目標）

入院中の精神障害者の地
域生活への移行うち地域
生活への移行後に当該
サービスの利用が見込ま

れる者の数

福祉施設利用者
の一般就労への
移行者数（成果目

標）

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援の利用者数、利用時間

○ ○ ○

日中活
動系

生活介護の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（機能訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○

自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ ○※１ ○ ○ ○ ○

就労継続支援（A型）の利用者数、利用日数 ○ ○※２ ○ ○ ○

就労継続支援（B型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

療養介護の利用者数 ○ ○

短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○

施設系
共同生活援助の利用者数 ○ ○ ○ ○

施設入所支援の利用者数 ○ ○※３ △※６

相談支
援

計画相談支援の利用者数 ○※４

地域相談支援の利用者数（地域移行支援に限る。） ○ ○

地域相談支援の利用者数（地域定着支援に限る。） ○※５ ○ ○

（注）※１：特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数を含む、※２：地域の雇用情勢を含む、※３：グループホーム等での対応が困難な者といった真に必要と判断される数を含む、※４：障
害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数を含む、※５：単身である障害者の数・居住している家族による支援を受けられない障害者の数を含む、※６：「△」は減として見込む

（注）※障害児通所支援の利用児童数を見込む

区分 サービスの種類

現に利用して
いる障害児の

数

障害児等の
ニーズ

平均的な一人
当たり利用量

地域における児童
数の推移

保育所等での障害
児の受入状況

入所施設から退所後
に利用が見込まれる
障害児の数

障害児
支援

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医
療型児童発達支援の利用児童数、利用日数 ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害児相談支援の利用児童数 ○※

障害児入所施設（福祉型、医療型）の利用児童数 ○ ○ ○

■サービスの量は、障害福祉サービスの訪問系はまとめて、それ以外のサービスはそれぞれ種類ごとに見込む。



（参考⑥） PDCAサイクルのプロセス
○成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、
障害福祉計画の中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画の変更や事業の見直し等の措
置を講じるものとする。

○ また、中間評価の際には、協議会や合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について、公表することが望ましい。
○ 活動指標については、より頻回に状況を確認し、達成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

（PDCAサイクルの
プロセスのイメージ）
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計画（Plan）

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設
定するとともに、障害福祉サービスの見込量の設定
やその他確保方策等を定める。

実行（Do）

■計画の内容を踏ま
え、事業を実施する。

評価（Check）
■成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に
１回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動
向も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として分
析・評価を行う。
■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、
その結果について公表することが望ましい。
■活動指標については、より頻回に実績を把握し、達
成状況等の分析・評価を行うことが望ましい。

改善（Act）
■中間評価等の結果を踏
まえ、必要があると認める
ときは、障害福祉計画の
変更や事業の見直し等を
実施する。

■障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、
サービス提供体制に関する見込量の見込み方の提示

基本指針


